
令和　　　年度固定資産課税台帳の閲覧を申請します。

①どなたの固定資産課税台帳が必要ですか

②申請される方はどなたですか

③次のいずれに該当しますか

※担当者記入欄

固定資産課税台帳交付（閲覧）申請書【郵送用】

令和　 　年　　 月　 　日

住　　　所

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ

氏　　　名

住　　　所

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ

氏　　　名

閲覧できる方（該当する部分にチェック） 対象 必要なもの

□納税者本人
当該納税義務に
係る固定資産

納税通知書、課税明細
書、身分を確認できる書
類（運転免許証等）

□土地の賃借権等を
　有する者

（借地人等）

対象資産（土地・家屋）

所在
当該権利の目的
である土地

契約書、領収書等

□家屋の賃借権等を
　有する者

（借家人等）

当該権利の目的
である家屋及び
その敷地である
土地

契約書、領収書等

□固定資産を処分す
　る権利を有する者

（管財人、賦課期日以
後に固定資産を取得し
た者等）

当該権利の目的
である固定資産

資格を確認できる書類
（裁判所等による選任
書、契約書等）

□その他

□代理人

当該権利の目的
である固定資産

委任状等、身分を確認で
きる書類

□相続人
戸籍謄本等相続人である
ことが確認できる書類

□その他（　　　　　　　　） 閲覧に必要な書類

通知書番号 確認者

確認書類 納税通知書・運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・契約書・委任状・その他（　　　　　　　）

電話番号

電話番号

※固定資産税課税台帳交付(閲覧)について、１件につき１００円の手数料(複写手数料)がかかります。
　(岩見沢市手数料条例第２条)
　ただし、固定資産台帳縦覧期間中は、手数料がかかりません。（期間：毎年４月１日から固定資産税の
　第１期納期限まで）

交付件数 　　件 （注）申請に同封するものは、
　　裏面をご覧ください。

手数料（交付件数×１００円） 　　　　　円



《郵送による請求について》

「固定資産課税台帳交付（閲覧）申請書【郵送用】」に必要事項を記入して、郵送してください。

《申請に同封するもの》

問い合わせ先

〒068-8686
北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市役所企画財政部税務課資産税係
TEL：0126-35-4032

④

疎明資料（申請者
が納税義務者また
は同一世帯の方以
外の場合）

・表面③をご参照ください。

② 返信用封筒
・必要な分の郵便切手を貼り、返信先を記入しておいてください。
・返信先は、請求される方の現住所（住民登録地）となります。

③
申請者本人の
氏名及び現住所を
確認できる書類

・運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等のコピー

同封するもの

宛て先 〒０６８－８６８６
　　　　 北海道岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号
　　　　 岩見沢市役所 税務課資産税係

① 定額小為替

　固定資産課税台帳の写しの交付：１００円／件

・定額小為替は、郵便局またはゆうちょ銀行でお買い求めください。
・お釣りのないようにお願いいたします。
・郵便切手や収入印紙ではお取り扱いできません。

備考


